
京都市告示第     号 

 生活保護法第４９条（中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の

支援に関する法律（以下「中国残留邦人等支援法」という。）第１４条第４項（中国残

留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正

する法律（平成１９年法律第１２７号。以下「改正法」という。）附則第４条第２項に

おいて準用する場合を含む。）においてその例による場合を含む。）の規定に基づき，

生活保護法による医療扶助及び中国残留邦人等支援法第１４条第２項第３号（改正法

附則第４条第２項において準用する場合を含む。）に規定する医療支援給付のための医

療を担当させる機関を，次のとおり指定しました。 

平成２２年１０月１５日 

京都市長 門川大作   

医療機関指定 

名   称 所   在   地 指定年月日 

にしじま眼科 

中京区東洞院通二条下る瓦之町３

９１番地 京都メディカルガーデ

ンシンフォニア御池５階 

平成 22年 10 月 1日

鳥居内科 

中京区東洞院通二条下る瓦之町３

９１番地 京都メディカルガーデ

ンシンフォニア御池４階 

平成 22年 10 月 1日

なかい耳鼻咽喉科 

中京区東洞院通二条下る瓦之町３

９１番地 京都メディカルガーデ

ンシンフォニア御池４階 

平成 22年 10 月 1日

ワタナベ皮膚科 

中京区東洞院通二条下る瓦之町３

９１番地 京都メディカルガーデ

ンシンフォニア御池４階 

平成 22年 10 月 1日

医療法人社団 優久会 

伊藤人工透析クリニック 

伏見区深草南蓮池町９２８番地の

７ 
平成 22 年 9 月 1 日

またクリニック 
山科区日ノ岡堤谷町６１番地の１

６ 
平成 22年 10 月 1日

２４１



名   称 所   在   地 指定年月日 

つちだ歯科医院 北区紫野上鳥田町１番地 平成 22 年 9 月 1 日

西陣歯科医院 北区紫野下柏野町５９番地 平成 22 年 9 月 1 日

西田歯科 南区東九条西山町４６番地の１ 平成 22 年 9 月 1 日

中島薬局東店 中京区壬生下溝町５７番地の４７ 平成 22 年 9 月 1 日

たんぽぽ薬局五条御前店 中京区壬生東高田町４５番の６ 平成 22年 9月 13 日

（保健福祉局生活福祉部地域福祉課） 


